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催
物
の
後
援
・
推
薦
に
係
る
審
査
結
果
報
告
書

 
 

NO
 

申
請
受
付
 

年
月
日
 

主
 
 
催
 
 
者
 

催
 
物
 
名
 

会
場
・
開
催
期
間
等
 

催
 
物
 
内
 
容
 
等
 

申
 
請
 

区
 
分
 

入
 
場
 
料
 
等
 

  
 許

可
年

月
日

 

 (
整
理
番
号
) 

チ
ラ
シ
等
 

1 
令
和

7
年

2

月
4
日
 

尾
張
瀬
戸
武
田
信
玄
古
城
再

建
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
 

瀬
戸
武
田
信
玄
公
歴
史
探
索

プ
チ
イ
ベ
ン
ト
開
催
 

山
口
憩
い
の
家
 

令
和
７
年
３
月
９
日
(日

) 

瀬
戸
に
残
さ
れ
て
い
る
武
田
信
玄
の
史
跡
や
文
化
財
等
の
探

索
、
勉
強
会

 
後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
有
料
：
50
0
円
 

令
和

7
年

2
月

6
日
 

（
6-
14
2-
96
）
 

〇
 

2 
令
和

7
年

2

月
7
日
 

瀬
戸
将
棋
文
化
振
興
協
会
・

詰
将
棋
解
答
選
手
権
実
行
委

員
会
 

第
22

回
詰
将
棋
解
答
選
手

権
瀬
戸
会
場
 

瀬
戸
市
文
化
セ
ン
タ
ー
文
化
交
流

館
2
階

22
会
議
室
 

令
和
７
年
４
月
１
２
日
(土

) 

全
国
数
十
か
所
の
会
場
で
一
斉
に
開
催
さ
れ
る
「
第

22
回
詰

将
棋
解
答
選
手
権
」
の
瀬
戸
会
場
と
し
て
エ
ン
ト
リ
ー
し
、
当
該

選
手
権
の
「
初
戦
」
と
「
一
般
戦
」
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
選
手

権
に
は
瀬
戸
市
内
外
か
ら
将
棋
経
験
者
が
参
加
さ
れ
る
た
め
、
将

棋
を
通
じ
た
交
流
の
促
進
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、「

将
棋
の
ま

ち
瀬
戸
」
と
し
て
更
な
る
将
棋
文
化
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ
と

を
目
的
と
し
ま
す
。
 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加

料
 

有
料

：
一

般

1,
00
0
円
 

高
校
生
以
下
：
50
0
円
 

両
戦
と
も
応
募
の
場
合
は
 

一
般

1,
50
0
円
 

高
校
生
以
下
：
70
0
円
 

令
和

7
年

2
月

18
日
 

（
6-
14
4-
97
）
 

 

3 
令
和

7
年

2

月
13

日
 

瀬
戸
フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ン
ガ
ー

ズ
 

瀬
戸
フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ン
ガ
ー

ズ
 
15

周
年
記
念
チ
ャ
リ
テ

ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
「
さ
ぁ
行

こ
う
！
宝
探
し
の
冒
険
へ
」
 

瀬
戸
市
文
化
セ
ン
タ
ー
文
化
ホ
ー

ル
 

令
和
７
年
４
月
２
日
(水

) 

瀬
戸
フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ン
ガ
ー
ズ
は
、
20
10

年
4
月
結
成
か
ら

15

周
年
記
念
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
に
助
け

ら
れ
こ
こ
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
に
感
謝
の
気
持

ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
に
お
い
て

は
、
東
日
本
大
震
災
後
か
ら
始
ま
り
、
昨
年
は
能
登
半
島
地
震
が

あ
り
、
シ
ン
ガ
ー
ズ
メ
ン
バ
ー
と
同
じ
世
代
の
子
ど
も
た
ち
の
こ

と
を
考
え
る
と
、
と
て
も
悲
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
毎
年
命
の
大
切
さ
や
、
平
和
へ
の
願
い
を
込
め
て
コ
ン
サ
ー
ト

で
募
金
活
動
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
今
年
も
多
く
の
方
々
が
、
私

た
ち
の
歌
や
演
技
を
通
し
て
笑
顔
に
な
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
に

と
、
心
を
込
め
て
準
備
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
心
に
響
く
感
動

を
お
届
け
し
ま
す
。
 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加

料
 

団
員

：
こ

ど
も

7,
00
0
円
 

大
人

4,
00
0
円
 

令
和

7
年

2
月

20
日
 

（
6-
14
5-
98
）
 

 

4 
令
和

7
年

2

月
18

日
 

株
式
会
社
テ
ニ
ス
ラ
ウ
ン
ジ
 

春
休
み
テ
ニ
ス
教
室
 

テ
ニ
ス
ラ
ウ
ン
ジ
新
瀬
戸
駅
前
 

令
和
７
年
３
月
２
４
日

(
月

)
～
令

和
７
年
４
月
７
日
(月

) 

身
体
を
動
か
す
事
の
楽
し
さ
、
テ
ニ
ス
の
楽
し
さ
を
さ
ら
に
多

く
の
人
た
ち
に
広
め
て
健
康
で
明
る
く
生
き
が
い
の
あ
る
社
会
作

り
に
寄
与
す
る
。
 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
無
料
 

令
和

7
年

2
月

20
日
 

（
6-
14
6-
99
）
 

〇
 

5 
令
和

7
年

2

月
18

日
 

株
式
会
社
テ
ニ
ス
ラ
ウ
ン
ジ
 

Ｇ
Ｗ
テ
ニ
ス
教
室
 

テ
ニ
ス
ラ
ウ
ン
ジ
新
瀬
戸
駅
前
 

令
和
７
年
４
月
２
７
日

(
日

)
～
令

和
７
年
５
月
６
日
(火

・
祝
) 

身
体
を
動
か
す
事
の
楽
し
さ
、
テ
ニ
ス
の
楽
し
さ
を
さ
ら
に
多

く
の
人
た
ち
に
広
め
て
健
康
で
明
る
く
生
き
が
い
の
あ
る
社
会
作

り
に
寄
与
す
る
。
 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
無
料
 

令
和

7
年

2
月

20
日
 

（
6-
14
7-
10
0）

 
〇
 

6 
令
和

7
年

2

月
19

日
 

ラ
ボ
教
育
セ
ン
タ
ー
 

ラ
ボ
こ
ど
も
広
場

20
25
 

尾
張
旭
市
東
部
市
民
セ
ン
タ
ー
 

令
和
７
年
５
月
１
８
日
（
日
）
 

小
さ
な
子
か
ら
大
学
生
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
年
代
の
子
ど
も
た

ち
が
、
性
別
・
年
代
・
学
区
を
超
え
て
、
英
語
の
歌
や
物
語
・
ゲ

ー
ム
等
を
通
し
て
交
流
を
は
か
る
。
 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
無
料
 

令
和

7
年

2
月

25
日
 

（
6-
15
1-
10
1）

 
○
. 
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催
物
の
後
援
・
推
薦
に
係
る
実
績
報
告
書

 

 

NO
 

報
告
受
付
 

年
月
日
 

報
告
 

区
分
 

主
 
 
催
 
 
者
 

（
申

請
者

）
 

催
 
物
 
名
 

会
場
・
開
催
期
間
等
 

催
物

の
実

績
等

 
後
援
・
推
薦
の
効
果
等
 

1 
令
和

7
年

2
月

3
日
 

後
援

(継
続
) 

瀬
戸
第
九
を
う
た
う
会
 
瀬
戸

第
九
合
唱
団
（
主
幹
団
体
）
 

団
長
 
加
藤
 
洋
太
郎
 

瀬
戸
第

九
を
う
た
う
会
創
立

40
周
年
記
念
 
第

20
回
 
瀬

戸
「
第
九
演
奏
会
」
 

瀬
戸
市
文
化
セ
ン
タ
ー
 

令
和
７
年
１
月
２
６
日
(日

) 

参
加
人
員
：
18
9
人
 

入
場
人
員
：
63
1
人
 

広
報
に
掲
載
さ
れ
た
。
 

2 
令
和

7
年

2
月

6
日
 

後
援

(継
続
) 

瀬
戸
市
国
際
セ
ン
タ
ー
 

理
事
長
 
河
村
 
誠
悟
 

第
１
７
回
Ｎ
Ｉ
Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ス

ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
 

瀬
戸
蔵
 
つ
ば
き
ホ
ー
ル
 

令
和
６
年
１
２
月
８
日
(日

) 

参
加
人
員
：
22

名
 

入
場
人
員
：
15
0
名
 

第
17

回
目
の
開
催
と
な
る
今
回
は
、
小
中
学
生
の
部
に
下

品
野
小
学
校
（
4
名
）、

效
範
小
学
校
（
1
名
）、

原
山
小
学
校

（
7
名
）、

幡
山
西
小
学
校
（
1
名
）、

萩
山
小
学
校
（
1
名
）、

に
じ
の
丘
小
学
校
（
1
名
）、

品
野
中
学
校
（
2
名
）、

南
山
中
学

校
（
1
名
）、

光
陵
中
学
校
（
5
名
）、

幡
山
中
学
校
（
2
名
）、

に
じ
の
丘
中
学
校
（
3
名
）
か
ら
計

28
名
の
応
募
が
あ
っ
た
。

ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
終
了
後
の
交
流
会
を
含
め
、
出
場
者
の

家
族
、
日
本
語
指
導
者
、
学
校
関
係
者
（
各
学
校
教
諭
等
）、

北

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
会
員
を
含
む
多
数
の
来
場
が
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
は
、
教
育
委
員
会
の
後
援
名
義
使
用
に
よ
る
効
果
が
大
き

い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

3 
令
和

7
年

2
月

18
日
 

後
援
 

第
７
０
回
愛
知
母
親
大
会
実
行

委
員
会
 

中
尾
 
裕
子
 

第
７
０
回
愛
知
母
親
大
会

in

一
宮
 

ア
イ
プ
ラ
ザ
一
宮
 

令
和
６
年
１
０
月
２
０
日
(日

) 

参
加
人
員
：
49
8
人
 

入
場
人
員
：
58
7
人
 

た
く
さ
ん
の
方
に
参
加
い
た
だ
き
、
交
流
・
学
習
で
き
た
。
 

4 
令
和

7
年

2
月

10
日
 

後
援

(継
続
) 

名
古
屋
法
務
局
 
愛
知
県
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
 
愛
知
県
人

権
啓
発
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協

議
会
 
株
式
会
社
中
日
新
聞
社
 

部
長

 
佐
久
間
 
和
美
 

/
会

長
 
宮
前
 
隆
文
 

第
５
２
回
人
権
を
理
解
す
る
作

品
コ
ン
ク
ー
ル
 

表
彰
式
及
び
展
示
会
：
名
鉄
百
貨

店
本
館
 

令
和
６
年
１
０
月
１
６
日
(水

)～

令
和
７
年
２
月
３
日
(月

) 

応
募
総
数
：
25
0,
11
0
点
 

表
彰
式
及
び
展
示
会
の
入

場
者
数
：
1,
71
9
人
 

県
内
の
小
中
学
校

1,
06
4
校
か
ら
ポ
ス
タ
ー
、
書
道
、
標
語

の
各
部
門
に
総
数

25
0,
11
0
点
の
応
募
が
あ
り
、
本
コ
ン
ク
ー

ル
を
通
し
て
豊
か
な
人
権
感
覚
を
身
に
つ
け
て
も
ら
う
目
的

が
十
分
達
成
さ
れ
た
。
 

5 
令
和

7
年

2
月

12
日
 

後
援

(継
続
) 

瀬
戸
市
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
 

古
川
 
信
男
 

瀬
戸
市
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
 
ふ

れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト

20
24
 

瀬
戸
市
文
化
セ
ン
タ
ー
 
文
化
ホ

ー
ル
 

令
和
６
年
１
２
月
２
２
日
(日

) 

参
加
人
員
：
70

人
 

入
場
人
員
：
53
1
人
 

広
報
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
親
子
で
多
数
の
方
に
ご

来
場
い
た
だ
き
、
演
奏
会
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
。
 

Administrator
テキストボックス
2



催
物
の
後
援
・
推
薦
に
係
る
実
績
報
告
書

 

 

6 
令
和

7
年

2
月

25
日
 

後
援

(継
続
) 

瀬
戸
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
 

池
戸
 
智
美
 

瀬
戸
市

手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
 

懇
親
会
 

や
す
ら
ぎ
会
館

(
福
祉
保
健
セ
ン

タ
ー
) 

5
階
大
会
議
室
 

令
和
７
年
２
月
２
２
日
(土

) 

参
加
人
員
：
約

16
0
人
 

入
場
人
員
：
16
0
人
 

市
内
小
中
学
校
、
特
別
支
援
学
級
、
特
別
支
援
学
校
に
配
布

し
て
い
た
だ
き
、
申
し
込
み
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
当
日
会

員
に
な
り
た
い
と
申
し
込
み
を
い
た
だ
い
た
。
不
安
に
思
っ
て

い
る
こ
と
を
相
談
で
き
た
方
も
い
た
よ
う
で
良
か
っ
た
。
 

7 
令
和

7
年

2
月

3
日
 

後
援

(継
続
) 

株
式
会
社
朝
日
新
聞
社
、
株
式

会
社
朝
日
学
生
新
聞
社
 

真
戸
原
 
隆
一
 

朝
日
新
聞
「
親
子
で
作
文
・
ス

ク
ラ
ッ
プ
教
室
」
 

新
池
交
流
館
ふ
ら
っ
と
 
会
議
室

1・
2 

令
和
７
年
１
月
１
９
日
(日

) 

参
加
人
員
：
9
人
 

入
場
人
員
：
78

人
 

チ
ラ
シ
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
よ
り
、
40

組
10
8

名
の
お
客
様
よ
り
応
募
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
 

8 
令
和

7
年

2
月

20
日
 

後
援
 

駒
形
 
真
弓
 

駒
形
 
真
弓
 

イ
タ
リ
ア
歌
曲
と
ト
ー
ク
コ
ン

サ
ー
ト
 

瀬
戸
永
泉
教
会
 

令
和
７
年
２
月
９
日
(日

) 

参
加
人
員
：
7
人
 

入
場
人
員
：
94

人
 

市
内
の
公
民
館
に
チ
ラ
シ
を
置
い
て
も
ら
え
た
こ
と
で
広

く
多
く
の
人
々
に
知
っ
て
も
ら
え
た
。
新
規
の
お
客
様
、
ま
た
、

古
い
知
人
に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
た
。
 

9 
令
和

7
年

2
月

21
日
 

後
援

(継
続
) 

学
校
法
人

SO
LA
N
学
園
 

理
事
長
 
長
尾
 
幸
彦
 

瀬
戸

SO
LA
N
小
学
校
研
究
発
表

会
「
習
得
・
活
用
・
探
求
の

3
つ

の
学
び
を
つ
な
ぐ
」
 

瀬
戸

SO
LA
N
小
学
校
 

令
和
７
年
１
月
２
５
日
(土

) 

参
加
人
員
：
13
6
人
 

入
場
人
員
：
76

人
 

今
回
瀬
戸
市
か
ら
の
出
席
は
な
か
っ
た
が
、
今
後
も
瀬
戸
市

の
教
職
員
の
皆
様
と
共
に
教
育
に
つ
い
て
考
え
て
い
け
る
よ

う
、
努
め
た
い
。
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令
和

7
年

2
月

19
日
 

後
援

(継
続
) 

瀬
戸
市
公
民
館
協
議
会
 

会
長
 
加
藤
 
英
憲
 

令
和

6
年
度
 
瀬
戸
市
公
民
館

作
品
展
 
同
時
開
催
 
舞
台
発

表
会
・
瀬
戸
市
公
民
館
大
会
記

念
公
園
 
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ

ー
・
庄
野
 聖

美
 氏

「
明
る
く

元
気
な
声
で
健
康
に
！
前
向
き

に
！
」
 

瀬
戸
蔵

4
階
 
多
目
的
ホ
ー
ル
・

会
議
室

2～
5、

2
階
 
つ
ば
き
ホ

ー
ル
 

令
和
７
年
２
月
８
日
(土

)～
令
和

７
年
２
月
９
日
(日

) 

参
加
人
員
：
37
5
人
 

入
場
人
員
：
45
5
人
 

公
民
館
事
業
は
生
涯
学
習
、
社
会
教
育
な
ど
を
幅
広
い
世
代

が
学
ぶ
施
設
で
あ
り
、
後
援
に
よ
り
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
広

く
広
報
で
き
た
こ
と
で
、
作
品
展
で
は
絵
画
や
書
道
、
手
工
芸

品
、
生
け
花
な
ど
多
種
多
様
な
作
品
を
多
く
の
子
ど
も
や
大
人

が
一
緒
に
鑑
賞
し
て
い
た
。
舞
台
発
表
で
は
、
子
ど
も
と
大
人

が
一
緒
に
な
っ
て
、
ダ
ン
ス
や
和
太
鼓
を
披
露
し
楽
し
む
こ
と

が
で
き
た
。
公
民
館
が
子
ど
も
世
代
と
大
人
世
代
を
し
っ
か
り

繋
い
で
い
る
こ
と
、
ま
た
文
化
・
芸
術
・
教
養
等
、
総
合
的
な

社
会
教
育
に
つ
い
て
、
瀬
戸
市
と
公
民
館
が
今
後
さ
ら
に
連
携

し
て
社
会
教
育
施
策
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
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令
和

7
年

2
月

18
日
 

後
援

(継
続
) 

尾
張
瀬
戸
武
田
信
玄
古
城
再
建

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
 

山
田
 美

和
 

瀬
戸
武
田
信
玄
公
歴
史
探
索
プ

チ
イ
ベ
ン
ト
開
催
 

山
口
憩
い
の
家
 

令
和
７
年
２
月
９
日
(日

) 

参
加
人
員
：
4
人
 

入
場
人
員
：
1
人
 

新
規
参
加
者
が

1
名
に
至
っ
た
。
参
加
者
が
少
な
い
と
感
じ

る
た
め
、
改
善
策
を
考
え
た
い
。
 

※
「
参
加
人
員
」
…
主
催
者
を
除
く
事
業
へ
の
参
加
者
数
 
 
 
※
「
入
場
人
員
」
…
催
物
の
一
般
入
場
（
来
場
）
者
数

  

Administrator
テキストボックス
3



校区外通学制度の一部変更について 

 

１ 変更内容 

  学年途中に転居をした児童生徒の校区外通学許可期間 

⑴  変更前  

   最終学年の児童生徒  学年末まで 

その他学年の児童生徒 学期末まで 

⑵  変更後   

   全学年の児童生徒 学年末まで 

 

２ 変更理由 

  近隣自治体の校区外通学要件の状況を鑑み、改正するもの。 

 

３ 運用開始日 

  令和７年４月１日 

 

４ 留意点 

   学年の始まりは４月１日、終りは翌年３月３１日です。卒業式、修了式の

後であっても、４月１日までは次学年とみなしません。 
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瀬戸市立小学校及び中学校における校区外通学に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号。以下「施行令」という。）第８条

及び学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第３３条の規定に基づき、瀬戸市立の小学

校又は中学校のうち児童生徒の就学すべき学校の変更に関し、その円滑な運営を図るため必要な事項

を定める。 

 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 指定校 瀬戸市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が、施行令第５条第２項の規定により

指定する小学校又は中学校をいう。 

 ⑵ 校区外通学 第４条の許可を得て、指定校以外の学校に就学させることをいう。 

 

（申請） 

第３条 校区外通学を希望する児童生徒の保護者は、申請書に別表１の左欄に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる添付書類を添えて、教育委員会に申請するものとする。 

 

（許可） 

第４条 教育委員会は、前条の申請があった場合、別表１の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の

中欄に掲げる要件に該当するか審査し、相当と認めるときは、児童生徒の就学すべき学校を指定校以

外の学校に変更することを許可する。 

 

（許可の通知） 

第５条 教育委員会は、前条の許可をしたときは、速やかに当該申請をした保護者、当該許可を受けた

児童生徒の指定校の長及び当該児童生徒が校区外通学することとなる学校の長に対し、通知するもの

とする。 

 

（申請事由の変更・消滅） 

第６条 第４条の許可を受けた保護者は、当該許可の要件に該当しなくなったときは、その旨を教育委

員会に申し出なければならない。この場合において、引き続き校区外通学を希望するときは、当該保

護者は、改めて教育委員会に許可の申請をするものとする。 

２ 前項に規定する申請その他の手続については、第３条から前条までの規定を準用する。 

 

（許可の取消し） 

第７条 教育委員会は、申請書類の記載に虚偽があったときは、第４条（前条第２項において準用する

場合を含む。）の許可を取り消すことができる。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、校区外通学に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
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附 則 

この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は令和７年４月１日から施行する。 

 

別表１（第３条・第４条関係） 

区分 要件 添付書類 

留守家庭 保護者の就労等により留守家庭児童となる

ため、保護者の勤務先又は祖父母等親類の

家のある学校区の小学校への就学を希望す

るものであること。 

留守家庭となることが

明らかとなる書類（営

業許可書、在籍証明書、

預かり証明書等） 

転居予定地学校への就学 住所の移転が確定していて、転居時が学期

の途中となるため、学期の当初から転居予

定地の学区の学校への就学を希望するもの

であること。 

入居が確実に行われる

旨を証明する書類（建

築確認申請書、売買契

約書、賃貸借契約書等） 

学年途中での転居 学年途中で転居し、学年末まで従前の学校

への就学を希望するものであること。 

 

住宅の建替 住宅の建替により一時的に校区外に住所を

移転している間に、従前の学校への通学を

希望するものであること。 

建替が確実に行われる

旨を証明する書類（建

築確認申請書、売買契

約書等） 

小規模特認校への就学 市が「小規模特認校」（別表２）に指定した

学校への就学を希望するものであること。 

ただし、別に定める「瀬戸市小規模特認校

の就学等に関する要綱（令和５年５月１日

施行）」に記載された条件等を満たすもので

あること。 

 

特別な事情 上記の他、教育委員会との協議により特に

校区外通学が必要と認められる場合。 

教育委員会が指示する

もの 

別表２ 小規模特認校 

品野台小学校 

掛川小学校 
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令
和
７
年
度

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1

回
数

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

小
入

特
支
入

小
始

特
支
始

中
入
始

●
●

●
●

●
●

●
●

●
祝

●
1
0

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土

●
●

祝
祝

祝
振
休

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

2
0

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
2
1

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
終
業
式

祝
1
3

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

始
業
式

●
●

●
●

●
●

●
●

●
祝

●
●

●
●

●
祝

●
●

●
●

●
1
9

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金

●
●

●
●

●
●

●
●

祝
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
2
2

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

祝
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
祝

振
休

県
民
日

●
●

●
1
7

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

終
業
式

1
6

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土

祝
始
業
式

●
●

祝
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
1
6

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

●
●

●
●

●
●

●
祝

●
●

●
●

●
●

●
祝

●
●

●
●

1
8

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

祝
●

修
了
式

1
4

特
光
卒

中
卒

特
萩
卒

小
卒

特
支
修

※
　
３
月
の
回
数
は
，
実
施
計
画
日
か
ら
卒
業
式
１
日
分
（小
・中
・特
支
で
実
施
日
が
異
な
る
）を
引
い
て
あ
る
。

9
月

1
日

始
業
式

1
月

7
日

始
業
式

4
月

8
日

入
学
式

4
月

9
日
　

入
学
式

9
月

2
日

給
食
開
始

1
月

8
日

給
食
開
始

4
月

9
日

始
業
式

4
月

9
日
　

始
業
式

1
2
月
2
2

日
給
食
終
了

3
月

6
日

中
学
校
卒
業
式

4
月
1
6

日
給
食
開
始

4
月
1
6

日
　

給
食
開
始

1
2
月
2
3

日
終
業
式

3
月
1
9

日
小
学
校
卒
業
式

4
月
2
3

日
新
１
年
生
給
食
開
始

3
月
2
3

日
給
食
終
了

7
月
1
7

日
給
食
終
了

7
月
1
7

日
　

給
食
終
了

3
月
2
4

日
修
了
式

7
月
1
8

日
終
業
式

7
月
1
8

日
　

終
業
式

3
月

5
日

特
支
（
光
陵
）
卒
業
式

4
月

8
日

特
支
（
萩
山
・
光
陵
）
入
学
式

9
日
始
業
式

3
月
1
3

日
特
支
（
萩
山
）
卒
業
式

3
月
1
9

日
特
支
　
修
了
式

瀬
戸

市
学

校
給

食
実

施
計

画
表

4
月

5
月

6
月

7
月

9
月

1
0

月

1
1

月

1
2

月

1
月

2
月

3
月

1
8
6

１
学
期

２
学
期

３
学
期

主 な 予 定

小
学
校

中
学
校

年
間
給
食
実
施
計
画
回
数
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令
和

６
年

度
　

瀬
戸

市
ス

ポ
ー

ツ
功

労
者

等
顕

彰
受

賞
者

一
覧

 ◎
 功

労
大

賞
１
名

・
オ

リ
ン

ピ
ッ
ク

競
技

大
会

に
お

い
て

１
位

か
ら

８
位

ま
で

に
入

賞
し
た

者

・
国

際
競

技
大

会
に

お
い

て
１
位

と
な

っ
た

者
　

　
　

な
ど

敬
称

略

№
氏

　
名

功
績

内
容

競
 技

摘
 要

1
山

田
ヤ

マ
ダ

葵ア
オ

イ
第

４
３
回

ウ
イ
リ
ア

ム
ジ

ョ
ー

ン
ズ

カ
ッ
プ

　
優

勝
バ

ス
ケ

ッ
トボ

ー
ル

大
学
生

 ◎
 功

労
賞

１
６
名

、
１
団

体
（
３
０
名

）
・
オ

リ
ン

ピ
ッ
ク

競
技

大
会

及
び

パ
ラ

リ
ン

ピ
ッ
ク

競
技

大
会

に
選

手
と

し
て

参
加

し
た

者

・
国

際
競

技
大

会
に

お
い

て
入

賞
し
た

者

・
全

国
競

技
大

会
に

お
い

て
１
位

と
な

っ
た

者
・
ス

ポ
ー

ツ
競

技
大

会
で

世
界

記
録

や
日

本
記

録
を

更
新

し
た

者
　

　
　

な
ど

敬
称

略

№
氏

　
名

功
績

内
容

競
 技

摘
 要

1
大

島
オ

オ
シ

マ

健
吾

ケ
ン

ゴ
パ

リ
２
０
２
４
パ

ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク

　
男

子
１
０
０
ｍ

（
Ｔ
６
４
）
　

出
場

パ
ラ

陸
上

競
技

社
会
人

2
寺

田
テ

ラ
ダ

尚
紘

ナ
オ

ヒ
ロ

Ｏ
Ｗ

Ｓ
オ

ー
シ

ャ
ン

ズ
カ

ッ
プ

２
０
２
４
　

男
子

２
．

５
ｋｍ

　
優

勝
オ

ー
プ

ン
ウ

ォ
ー

タ
ー

ス
イ
ミ
ン

グ
社
会
人

3
中

村
ナ

カ
ム

ラ

拓
人

タ
ク

ト
Ｂ
.Ｌ

Ｅ
Ａ
Ｇ
Ｕ
Ｅ
　

２
０
２
３
－

２
４
　

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｏ
Ｎ
　

年
間

チ
ャ

ン
ピ

オ
ン

バ
ス

ケ
ッ
トボ

ー
ル

社
会
人

4
足

立
ア

ダ
チ

日ヒ

菜ナ
第

４
０
回

記
念

全
国

専
門

学
校

卓
球

選
手

権
大

会
　

ダ
ブ

ル
ス

　
優

勝
、

団
体

戦
　

優
勝

卓
球

専
門

学
生

5
奥

村
オ

ク
ム

ラ

凌
大

リ
ョ

ウ
タ

第
５
５
回

明
治

神
宮

大
会

　
優

勝
硬

式
野

球
高

校
生

6
浜

川
ハ

マ
カ

ワ

昂
大

コ
ウ

ダ
イ

第
８
回

全
国

少
年

少
女

選
抜

テ
コ

ン
ド
ー

選
手

権
大

会
　

ジ
ュ

ニ
ア

男
子

－
５
９
Ｋ
ｇ　

優
勝

テ
コ

ン
ド
ー

高
校

生

7
原

田
ハ

ラ
ダ

拓
弥

タ
ク

ミ
第

９
２
回

日
本

高
等

学
校

選
手

権
水

泳
競

技
大

会
　

男
子

２
０
０
ｍ

平
泳

ぎ
　

優
勝

第
４
７
回

全
国

ＪＯ
Ｃ
ジ

ュ
ニ

ア
オ

リ
ン

ピ
ッ
ク

カ
ッ
プ

夏
季

水
泳

競
技

大
会

　
１
５
～

１
６
歳

男
子

２
０
０
ｍ

平
泳

ぎ
　

優
勝

水
泳

高
校

生

8
藤

井
フ

ジ
イ

莉
那

レ
ナ

第
４
２
回

全
国

高
等

学
校

女
子

ソ
フ

トボ
ー

ル
選

抜
大

会
　

優
勝

ソ
フ

トボ
ー

ル
高

校
生

9
齋

藤
サ

イ
ト

ウ

春
花

ハ
ル

カ
第

４
２
回

全
国

高
等

学
校

女
子

ソ
フ

トボ
ー

ル
選

抜
大

会
　

優
勝

ソ
フ

トボ
ー

ル
高

校
生
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 ◎
 功

労
賞

敬
称

略

№
氏

　
名

功
績

内
容

競
 技

摘
 要

10
三

輪
ミ

ワ

琉
姫

ル
キ

令
和

６
年

度
全

国
高

等
学

校
総

合
体

育
大

会
陸

上
競

技
大

会
　

秩
父

宮
賜

杯
第

７
７
回

全
国

高
等

学
校

陸
上

競
技

対
校

選
手

権
大

会
　

女
子

４
×

１
０
０
m
R　

優
勝

陸
上

競
技

高
校

生

11
加

藤
カ

ト
ウ

由
詩

ウ
タ

第
７
８
回

国
民

ス
ポ

ー
ツ

大
会

（
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
競

技
）
　

少
年

女
子

　
優

勝
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
高

校
生

12
聖セ

イ

カ
ピ

タ
ニ

オ
女

子
ジ

ョ
シ

高
等

コ
ウ

ト
ウ

学
校

ガ
ッ

コ
ウ

サ
ッ

カ
ー

部ブ
選

抜
女

子
高

等
学

校
サ

ッ
カ

ー
大

会
「
め

ぬ
ま

カ
ッ
プ

」
　

優
勝

サ
ッ
カ

ー
高

校
生

13
コ

レ
ア

プ
リ

ン
セ

ス
ラ

イ
ザ

ＪＯ
Ｃ
ジ

ュ
ニ

ア
オ

リ
ン

ピ
ッ
ク

カ
ッ
プ

　
第

１
７
回

全
日

本
ジ

ュ
ニ

ア
テ

コ
ン

ド
ー

選
手

権
大

会
　

中
学

生
女

子
　

－
４
７
ｋｇ

級
　

優
勝

テ
コ

ン
ド
ー

中
学

生

14
京

山
キ

ョ
ウ

ヤ
マ

璃
子

リ
コ

第
１
１
回

全
日

本
女

子
総

合
ド
ッ
ジ

ボ
ー

ル
選

手
権

　
優

勝
ド
ッ
ジ

ボ
ー

ル
中

学
生

15
小

川
オ

ガ
ワ

星
花

ホ
ノ

カ
第

２
２
回

全
国

ス
ポ

ー
ツ

少
年

団
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
交

流
大

会
　

C
ブ

ロ
ッ
ク

優
勝

バ
レ
ー

ボ
ー

ル
小

学
生

16
小

川
オ

ガ
ワ

星
空

セ
イ

ラ
第

２
２
回

全
国

ス
ポ

ー
ツ

少
年

団
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
交

流
大

会
　

C
ブ

ロ
ッ
ク

優
勝

バ
レ
ー

ボ
ー

ル
小

学
生

17
加

藤
カ

ト
ウ

真
央

マ
オ

第
１
３
回

び
わ

湖
カ

ッ
プ

な
で

し
こ

サ
ッ
カ

ー
大

会
（
Ｕ
１
２
) 
　

優
勝

サ
ッ
カ

ー
小

学
生
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 ◎
 奨

励
賞

１
１
名

・
国

際
競

技
大

会
に

選
手

と
し
て

出
場

し
た

者

・
全

国
競

技
大

会
に

お
い

て
入

賞
し
た

者
　

　
　

　
　

な
ど

敬
称

略

№
氏

　
名

功
績

内
容

競
技

摘
　

要

1
八

色
ヤ

イ
ロ

真
人

マ
ヒ

ト
第

４
８
回

日
本

ク
ラ

ブ
ユ

ー
ス

サ
ッ
カ

ー
選

手
権

（
Ｕ
－

１
８
）
大

会
　

第
３
位

サ
ッ
カ

ー
高
校
生

2
藤

木
フ

ジ
キ

陽
斗

ハ
ル

ト
第

７
８
回

国
民

ス
ポ

ー
ツ

大
会

（
ラ

グ
ビ

ー
フ

ッ
トボ

ー
ル

競
技

）
　

少
年

男
子

　
第

７
位

ラ
グ

ビ
ー

高
校
生

3
下

野
シ

モ
ノ

由
菜

ユ
ナ

全
国

高
等

学
校

ダ
ン

ス
ド
リ
ル

選
手

権
　

Ｈ
ＩＰ

Ｈ
Ｏ
Ｐ
女

子
部

門
　

M
ed

iu
m
編

成
　

第
２
位

ダ
ン

ス
高
校
生

4
大

坪
オ

オ
ツ

ボ

祥
馬

シ
ョ

ウ
マ

第
５
１
回

全
国

高
等

学
校

選
抜

卓
球

大
会

　
ベ

ス
ト８

卓
球

高
校
生

5
大

越
オ

オ
ゴ

シ

梨
華

リ
カ

ユ
ニ

ク
ロ

全
日

本
ジ

ュ
ニ

ア
テ

ニ
ス

選
手

権
大

会
２
０
２
４
　

ダ
ブ

ル
ス

　
準

優
勝

テ
ニ

ス
中
学
生

6
阪

口
サ

カ
グ

チ

心
乃

コ
コ

ノ
ユ

ニ
ク

ロ
全

日
本

ジ
ュ

ニ
ア

テ
ニ

ス
選

手
権

大
会

２
０
２
４
　

ダ
ブ

ル
ス

　
準

優
勝

テ
ニ

ス
中
学
生

7
中

島
ナ

カ
シ

マ

初
椛

イ
チ

カ
文

部
科

学
大

臣
杯

第
１
８
回

ＪＫ
ＪＯ

全
日

本
ジ

ュ
ニ

ア
空

手
道

選
手

権
大

会
　

中
学

女
子

１
年

４
３
ｋｇ

未
満

の
部

　
第

３
位

フ
ル

コ
ン

タ
ク

ト空
手

道
中
学
生

8
本

松
モ

ト
マ

ツ

大
芽

タ
イ

ガ
文

部
科

学
大

臣
杯

第
１
８
回

ＪＫ
ＪＯ

全
日

本
ジ

ュ
ニ

ア
空

手
道

選
手

権
大

会
　

中
学

男
子

１
年

５
２
ｋｇ

以
上

の
部

　
第

３
位

フ
ル

コ
ン

タ
ク

ト空
手

道
中
学
生

9
コ

ル
ニ

エ
ン

コ
仁

香
ニ

カ
文

部
科

学
大

臣
杯

第
１
８
回

ＪＫ
ＪＯ

全
日

本
ジ

ュ
ニ

ア
空

手
道

選
手

権
大

会
　

中
学

女
子

１
年

４
３
ｋｇ

未
満

の
部

　
第

８
位

フ
ル

コ
ン

タ
ク

ト空
手

道
中
学
生

10
久

松
ヒ

サ
マ

ツ

穂
華

ホ
ノ

カ
第

２
１
回

全
国

中
学

生
弓

道
大

会
　

ＪＯ
Ｃ
ジ

ュ
ニ

ア
オ

リ
ン

ピ
ッ
ク

カ
ッ
プ

大
会

　
団

体
女

子
の

部
　

第
３
位

弓
道

中
学
生

11
小

木
曽

コ
ギ

ソ

蒼
真

ソ
ウ

マ
第

５
５
回

Ｕ
１
６
陸

上
競

技
大

会
　

男
子

１
１
０
ｍ

H
　

第
５
位

陸
上

競
技

中
学
生

順
位

　
：　

条
項

順
　

→
　

社
会

人
～

小
学

生
　

→
　

五
十

音
順

　
　

　
　

※
　

た
だ

し
、

同
一

大
会

の
受

賞
者

は
連

続
し
た

並
び

と
す

る
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７年第１１号議案  

瀬戸市教育委員会事務局組織規則の一部改正について  

 瀬戸市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように定

めるものとする。  

  令和７年３月１７日提出  

 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会  

教育長 加 藤  正 彦  

 

瀬戸市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則  

 瀬戸市教育委員会事務局組織規則（平成１７年瀬戸市教育委員会規則第

６号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（教育政策課） （教育政策課） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２ 企画係においては、おおむね次の事務を分掌

する。 

２ 企画係においては、おおむね次の事務を分掌

する。 

 ⑴から⒁まで ＜省略＞  ⑴から⒁まで ＜省略＞ 

⒂ 学校用務員に関すること。  

⒃ ＜省略＞ ⒂ ＜省略＞ 

⒄ ＜省略＞ ⒃ ＜省略＞ 

⒅ ＜省略＞ ⒄ ＜省略＞ 

３ 施設係においては、おおむね次の事務を分掌

する。 

３ 施設係においては、おおむね次の事務を分掌

する。 

⑴から⑸まで ＜省略＞ ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

 ⑹ 学校用務員に関すること。 
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（職制）  （職制） 

第７条 法令に特別の定めがあるものを除くほか

、次の表の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表

の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それ

ぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。 

第７条 法令に特別の定めがあるものを除くほか

、次の表の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表

の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それ

ぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。 

組織 職名 職務 

＜省略＞ 

課 課長 上司の命を受け、課の事務

を掌理し、所属の職員を指

揮監督する。 

＜省略＞ 

係 係長 ＜省略＞ 

 

 

 

 
 

組織 職名 職務 

＜省略＞ 

課 課長 上司の命を受け、課の事務

を掌理し、所属職員を指揮

監督する。 

＜省略＞ 

係 係長 ＜省略＞ 

課 主事 上司の命を受け、事務をつ

かさどる。 

課 技師 上司の命を受け、技術をつ

かさどる。 
 

２ 前項に規定するもののほか、教育委員会は、

次の表の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表の

職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務

は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとす

る。 

２ 前項に規定するもののほか、教育委員会は、

次の表の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表の

職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務

は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとす

る。 

組織 職名 職務 

＜省略＞ 

課 主任 ＜省略＞ 

課 主事 上司の命を受け、事務をつ

かさどる。 

課 技師 上司の命を受け、技術をつ

かさどる。 
 

組織 職名 職務 

＜省略＞ 

課 

 

 

 

 

主任 ＜省略＞ 

 

３ 前２項に規定するもののほか、教育委員会は

、課に次の表の職名欄に掲げる職を置くことが

でき、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲

げるとおりとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、教育委員会は

、課に次の表の職名欄に掲げる職を置くことが

でき、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲

げるとおりとする。 

職名 職務 

＜省略＞ 

職名 職務 

＜省略＞ 
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技能主査、技

能主任、技能

副主任、技能

員及び技能員

補 

上司の命を受け、技能を必要と

する業務に従事する。 

 

技能主任、技

能副主任、技

能員及び技能

員補 

 

上司の命を受け、技能を必要と

する業務に従事する。 

   

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、教育委員会規則の一部改正は、瀬戸市教育委員

会決裁規程第４条第４号に該当するため、教育委員会の議決を求める必要

があるからである。  
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７年第１２号議案  

瀬戸市教育機関の職員の職の設置に関する規則の一部改正に 

ついて  

 瀬戸市教育機関の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則を

次のように定めるものとする。  

  令和７年３月１７日提出  

 

瀬戸市教育委員会  

教育長 加 藤  正 彦  

 

瀬戸市教育機関の職員の職の設置に関する規則の一部を改  

正する規則  

 瀬戸市教育機関の職員の職の設置に関する規則（昭和６１年瀬戸市教育

委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 

第２条 この規則において「教育機関」とは、瀬

戸市立学校設置条例（昭和３９年瀬戸市条例第

１５号）に規定する学校及び瀬戸市立図書館条

例（昭和４５年瀬戸市条例第１９号）に規定す

る瀬戸市立図書館（以下「図書館」という。）

をいう。 

第２条 この規則において「教育機関」とは、瀬

戸市立学校設置条例（昭和３９年瀬戸市条例第

１５号）に規定する学校、瀬戸市立図書館条例

（昭和４５年瀬戸市条例第１９号）に規定する

瀬戸市立図書館（以下「図書館」という。）及

び瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例（

昭和３７年瀬戸市条例第４号）に規定する公民

館(以下「公民館」という。)をいう。 

（職制） （職制） 

第３条 法令その他特別の定めがあるものを除く第３条 法令その他特別の定めがあるものを除く
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ほか、この表の組織欄に掲げる教育機関にそれ

ぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その職務

は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとす

る。 

ほか、この表の組織欄に掲げる教育機関にそれ

ぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その職務

は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとす

る。 

組織 職名 職務 

図書館 館長 上司の命を受け、図書

館の事務を掌理し、所

属の職員を指揮監督す

る。 

 

 

 

 
 

組織 職名 職務 

図書館 

公民館 

館長 上司の命を受け、図書

館又は公民館の事務を

掌理し、所属の職員を

指揮監督する。 

教育機関 主事 上司の命を受け、事務

をつかさどる。 

教育機関 技師 上司の命を受け、技術

をつかさどる。 
 

２ 前項に規定するもののほか、教育機関に次の

表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その

職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおり

とする。 

２ 前項に規定するもののほか、教育機関に次の

表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その

職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおり

とする。 

職名 職務 

＜省略＞ 

主任 上司を補佐し、及び

上司が命ずる事務を

つかさどる。 

主事 上司の命を受け、事

務をつかさどる。 

技師 上司の命を受け、技

術をつかさどる。 

保健師 上司の命を受け、保

健業務をつかさどる

。 

看護師 上司の命を受け、看

護業務をつかさどる

。 
 

職名 職務 

＜省略＞ 

主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上司の命を受け、特

定の事務をつかさど

る。 

 

３ 前２項に規定するもののほか、教育機関に次

の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、そ

３ 前２項に規定するもののほか、教育機関に次

の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、そ
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の職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとお

りとする。 

の職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとお

りとする。 

職名 職務 

＜省略＞ 

技能主査、技能主任

、技能副主任、技能

員及び技能員補 

上司の命を受け、技

能を必要とする業務

に従事する。 

 

 

 

 
 

職名 職務 

＜省略＞ 

技能員 上司の命を受け、技

能を必要とする業務

に従事する。 

用務員 上司の命を受け、施

設の環境の整備その

他の業務に従事する

。 
 

  

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、教育委員会規則の一部改正は、瀬戸市教育委員

会決裁規程第４条第４号に該当するため、教育委員会の議決を求める必要

があるからである。  
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７年第１３号議案  

瀬戸市教育委員会決裁規程の一部改正について  

 瀬戸市教育委員会決裁規程の一部を次のように改正するものとする。  

  令和７年３月１７日提出  

 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会  

教育長 加 藤  正 彦  

 

瀬戸市教育委員会決裁規程の一部改正  

 瀬戸市教育委員会決裁規程（昭和６３年瀬戸市教育委員会訓令第１号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。
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改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
第
２
（
第
５
条
、
第
６
条
関
係
）

 
別
表
第
２
（
第
５
条
、
第
６
条
関
係
）

 

１
 
教
育
部

 

主
務
課

の
区
分
 

決
裁
区
分
 

専
決
事
項
 

教
育
長
 

主
務
部
長
 

主
務
課
長
 

＜
省
略
＞
 

学
校
教

育
課
 

       

指
導
 

①
か
ら
⑤
ま
で
＜
省

略
＞
 

  ⑥
＜
省
略
＞
 

⑦
＜
省
略
＞
 

⑧
＜
省
略
＞
 

 
＜
省
略
＞
 

学
事
 

＜
省
略
＞
 

 
＜
省
略
＞
 

学
校
給
食
 

 
＜
省
略
＞
 

＜
省
略
＞
 

 

１
 
教
育
部

 

主
務
課

の
区
分
 

決
裁
区
分
 

専
決
事
項
 

教
育
長
 

主
務
部
長
 

主
務
課
長
 

＜
省
略
＞
 

学
校
教

育
課
 

     

指
導
 

①
か
ら
⑤
ま
で
＜
省

略
＞
 

⑥
学
校
評
議
員
の
委

嘱
 
 

⑦
＜
省
略
＞
 

⑧
＜
省
略
＞
 

⑨
＜
省
略
＞
 

 
＜
省
略
＞
 

学
事
 

＜
省
略
＞
 

 
＜
省
略
＞
 

学
校
給
食
 

 
＜
省
略
＞
 

＜
省
略
＞
 

 

２
 
＜
省
略
＞

 
２
 
＜
省
略
＞
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附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、教育委員会規程の一部改正は、瀬戸市教育委員

会決裁規程第４条第４号に該当するため、教育委員会の議決を求める必要

があるからである。  
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７年第１４号議案  

瀬戸市立学校管理規則の一部改正について  

 瀬戸市立学校管理規則の一部を改正する規則を次のように定めるものと

する。  

  令和７年３月１７日提出  

 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会  

教育長 加 藤  正 彦  

 

瀬戸市立学校管理規則の一部を改正する規則  

 瀬戸市立学校管理規則（昭和３４年瀬戸市教育委員会規則第１号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（共同学校事務室） 

第１７条の１５ ＜省略＞ 

別表第１（第１７条の１５関係） 

共同実施グルー

プの名称 
構成校 

（学校評議員） 

第１７条の１５ 学校に、学校評議員を置くこと

ができる。 

２ 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営

に関し意見を述べることができる。 

３ 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教

育に関する理解及び識見を有するもののうちか

ら、校長の推薦により、教育委員会が委嘱す

る。 

（共同学校事務室） 

第１７条の１６ ＜省略＞ 

別表第１（第１７条の１６関係） 

共同実施グルー

プの名称 
構成校 
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水無瀬中・幡山

中グループ 

水無瀬中学校 陶原小学校 

長根小学校 幡山中学校 幡

山東小学校 幡山西小学校 

南山中グループ ＜省略＞  

品野中・水野中

グループ 

 

 

 

 

＜省略＞  

光陵中・にじの

丘中グループ 

 

光陵中学校 原山小学校 萩

山小学校 八幡小学校 にじ

の丘中学校 にじの丘小学校 

＜省略＞ 

 

 

 

 

南山中グループ 

 

 

 

＜省略＞ 

品野中・水野中 

グループ 

＜省略＞  

水無瀬中・にじ

の丘中グループ 

水無瀬中学校 陶原小学校 

長根小学校 にじの丘中学校  

 にじの丘小学校 

幡山中・光陵中

グループ 

幡山中学校 幡山東小学校 

幡山西小学校 光陵中学校 

原山小学校 萩山小学校 八

幡小学校 

＜省略＞ 
 

  

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、教育委員会規則の一部改正は、瀬戸市教育委員

会決裁規程第４条第４号に該当するため、教育委員会の議決を求める必要

があるからである。  
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７年第１５号議案  

瀬戸市学校運営協議会規則の一部改正について  

 瀬戸市学校運営協議会規則の一部を改正する規則を次のように定めるも

のとする。  

  令和７年３月１７日提出  

 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会  

教育長 加 藤  正 彦  

 

瀬戸市学校運営協議会規則の一部を改正する規則  

 瀬戸市学校運営協議会規則（令和５年瀬戸市教育委員会規則第６号）の

一部を改正する規則の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（設置等） （設置等） 

第３条 教育委員会は、前条の目的を達成するた

め、瀬戸市立学校設置条例別表に掲げる学校に

協議会を置く。ただし、２以上の学校の運営に

関し相互に密接な連携を図る必要があると教育

委員会が認める場合は、２以上の学校について

１の協議会を置くことができる。 

第３条 教育委員会は、前条の目的を達成するた

め、別表に掲げる学校に協議会を置く。ただ

し、２以上の学校の運営に関し相互に密接な連

携を図る必要があると教育委員会が認める場合

は、２以上の学校について１の協議会を置くこ

とができる。 

２から４まで ＜省略＞ ２から４まで ＜省略＞ 
  

 別表を削る。  

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
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（理 由） 

 この案を提出するのは、教育委員会規則の一部改正は、瀬戸市教育委員

会決裁規程第４条第４号に該当するため、教育委員会の議決を求める必要

があるからである。  
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７年第１６号議案 

   代決処分の承認を求める件について（令和６年度瀬戸市教育委員会  

３月補正予算追加（案）） 

瀬戸市教育委員会決裁規程第９条第１項の規定により、次のとおり代決処分

しましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるもの

とする。 

  令和７年３月１７日提出 

 

                       瀬 戸 市 教 育 委 員 会 

                       教育長 加 藤  正 彦 

 

令和６年度瀬戸市教育委員会３月補正予算追加（案）について  

瀬戸市議会３月定例会に、みだしの議案を別紙の内容により提出するものと

する。 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、市議会に議案として提出するにあたり、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定

に基づき、教育委員会の意見を聴取するため必要があるからである。  
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令
和
６
年
度
　
瀬
戸
市
教
育
委
員
会
３
月
補
正
予
算
追
加
（
案
）
【
教
育
政
策
課
】

（
歳
 
 入

）
（

単
位

：
千

円
）

金
額

1
5款

7目
51

2,
29

6
16

3
,2

0
0

6
75

,4
96

01
教

育
総

務
費

補
助

金
16

3,
20
0
八

幡
小

学
校

校
舎

長
寿

命
化

改
良

・
増

築
工

事
（

Ⅱ
期

）
16
3,
20
0

国
庫
支
出
金

教
育

費
国

庫
補

助
金

2
項

国
庫
補
助
金

（
歳
 
 出

）
（

単
位

：
千

円
）

金
額

1
0款

3目
93

4,
82

6
49

6
,0

0
0

1,
4
30

,8
26

14
工

事
請

負
費

49
6,
00
0
八

幡
小

学
校

校
舎

長
寿

命
化

改
良

・
増

築
工

事
（

Ⅱ
期

）
49
6,
00
0

教
育
費

小
中

一
貫

校
整

備
費

1
項

00
93

事
業

教
育
総
務
費

菱
野

団
地

小
中

一
貫

校
整

備

説
  
  
  
  
 明

区
分

款
項
目

補
正

前
額

補
正

額
補

正
後

額
節

説
  
  
  
  
 明

区
分

款
項
目

補
正

前
額

補
正

額
節

補
正

後
額
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７年第１７号議案 

   代決処分の承認を求める件について（令和７年度瀬戸市教育委員会  

当初予算追加（案）） 

瀬戸市教育委員会決裁規程第９条第１項の規定により、次のとおり代決処分

しましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるもの

とする。 

  令和７年３月１７日提出 

 

                       瀬 戸 市 教 育 委 員 会 

                       教育長 加 藤  正 彦 

 

令和７年度瀬戸市教育委員会当初予算追加（案）について  

瀬戸市議会３月定例会に、みだしの議案を別紙の内容により提出するものと

する。 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、市議会に議案として提出するにあたり、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定

に基づき、教育委員会の意見を聴取するため必要があるからである。  
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令
和
７
年
度
　
瀬
戸
市
教
育
委
員
会
当
初
予
算
追
加
（
案
）
【
教
育
政
策
課
】

（
歳

 
 
入

）
（

単
位

：
千

円
）

金
額

1
5
款

5
目

2
0
0
,
9
0
8

▲
 
1
7
8
,
2
4
5

2
2
,
6
6
3

0
1

教
育

総
務

費
補

助
金

▲
 
1
7
8
,
2
4
5
八

幡
小

学
校

校
舎

長
寿

命
化

改
良

・
増

築
工

事
（

Ⅱ
期

）
▲

 
1
7
8
,
2
4
5

国
庫

支
出

金
教

育
費

国
庫

補
助

金

2
項

国
庫

補
助

金

説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

区
分

款
項

目
追

加
前

額
追

加
額

追
加

後
額

節
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令
和
７
年
度
　
瀬
戸
市
教
育
委
員
会
当
初
予
算
追
加
（
案
）
【
教
育
政
策
課
】

（
歳

 
 
出

）
（

単
位

：
千

円
）

金
額

1
0
款

3
目

6
1
1
,
3
6
9

▲
 
4
9
6
,
0
0
0

1
1
5
,
3
6
9

1
4

工
事

請
負

費
▲

 
4
9
6
,
0
0
0
八

幡
小

学
校

校
舎

長
寿

命
化

改
良

・
増

築
工

事
（

Ⅱ
期

）
▲

 
4
9
6
,
0
0
0

教
育

費
小

中
一

貫
校

整
備

費

1
項

0
0
9
0
事

業

教
育

総
務

費
菱

野
団

地
小

中
一

貫
校

整
備

1
0
款

2
目

4
7
0
,
9
0
3

1
4
,
3
6
2

4
8
5
,
2
6
5

1
2

委
託

料
1
4
,
3
6
2
I
C
T
支

援
員

業
務

委
託

1
4
,
3
6
2

教
育

費
学

校
施

設
費

2
項

0
1
1
0
事

業

小
学

校
費

小
学

校
施

設
管

理

1
0
款

3
目

1
,
6
6
3
,
7
8
4

8
,
0
0
0

1
,
6
7
1
,
7
8
4

1
2

委
託

料
8
,
0
0
0
幡

山
東

小
学

校
土

砂
災

害
防

止
対

策
工

事
詳

細
設

計
業

務
委

託
7
,
0
0
0

教
育

費
学

校
建

設
費

幡
山

東
小

学
校

土
砂

災
害

防
止

対
策

工
事

支
援

業
務

委
託

（
設

計
）

1
,
0
0
0

2
項

0
1
2
0
事

業

小
学

校
費

小
学

校
施

設
整

備

1
0
款

2
目

2
2
9
,
4
1
0

6
,
2
8
4

2
3
5
,
6
9
4

1
2

委
託

料
6
,
2
8
4
I
C
T
支

援
員

業
務

委
託

6
,
2
8
4

教
育

費
学

校
施

設
費

3
項

0
1
4
0
事

業

中
学

校
費

中
学

校
施

設
管

理

1
0
款

2
目

1
6
,
6
1
7

1
,
7
9
6

1
8
,
4
1
3

1
2

委
託

料
1
,
7
9
6
I
C
T
支

援
員

業
務

委
託

1
,
7
9
6

教
育

費
学

校
施

設
費

4
項

0
1
6
0
事

業

特
別

支
援

学
校

費
特

別
支

援
学

校
施

設
管

理

説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

区
分

款
項

目
追

加
前

額
追

加
額

節
追

加
後

額
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令和７年４月　教育委員会日程表

日 曜日

1 火
2 水
3 木
4 金
5 土
6 日
7 月
8 火 小学校・特別支援学校入学式
9 水 中学校入学式

10 木
定例教育委員会事前打合せ
定例教育委員会

瀬戸市役所３階　１０５会議室
瀬戸市役所４階　庁議室

午後１時３０分～
午後２時００分～

全委員

11 金 愛日地方教育事務協議会 豊明市役所本館２階　ホール 午後２時００分～
教育長・教育
長職務代理者

12 土
13 日
14 月
15 火 第1回尾張部都市教育長会議 愛西市文化会館３階　大研修室 午後２時００分～ 教育長
16 水
17 木
18 金
19 土
20 日
21 月
22 火
23 水

24 木
東海北陸都市教育長会議 伊
勢大会

シンフォニアテクノロジー響ホール
伊勢

教育長

25 金
東海北陸都市教育長会議 伊
勢大会

シンフォニアテクノロジー響ホール
伊勢

教育長

26 土
27 日
28 月
29 火
30 水

定例教育委員会事前打合せ
定例教育委員会

瀬戸市役所１階　３０２会議室
瀬戸市役所４階　大会議室

午後１時３０分～
午後２時００分～

全委員

件　　　　　　　名

5月8日(木)
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７年第１８号議案  

代決処分の承認を求める件について（令和７年度瀬戸市教育  

委員会事務局職員等の任免）  

 瀬戸市教育委員会決裁規程第９条第１項の規程により、次のとおり代決

処分しましたので、同条第３項の規程によりこれを報告し、承認を求める

ものとする。  

  令和７年３月１７日提出  

 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会  

教育長 加 藤  正 彦  

 

令和７年度瀬戸市教育委員会事務局職員等の任免について  

 別紙のとおり教育委員会事務局員等を任免するものとする。  

 

（理 由） 

教育委員会事務局の職員等を任免するにあたり、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２１条及び瀬戸市教

育委員会決裁規程に基づき、教育委員会の議決を求める必要があるからで

ある。  
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令和７年４月１日付で任命

新職名 旧職名 氏名

教育部学校教育課長 教育部企画補佐兼教育政策課課長補佐 松見　健一

教育部学校教育課主幹（学校給食担当） 市民生活部税務課主幹（市税収納担当） 長谷川　武宏

教育部企画補佐兼教育政策課課長補佐 教育部教育政策課専門員兼企画係長 松浦　慎造

令和７年３月３１日付で退任

新職名 旧職名 氏名

市民生活部コミュニティ推進課長 教育部学校教育課長 杉江　圭司

退職
教育部学校教育課主幹（学校給食担当）
（再任用）

加藤　都志雄

令和７年度瀬戸市教育委員会事務局職員等の任免について
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【参考】

転入

氏名 新職名 旧職名

教育部 長谷川　武宏 教育部学校教育課主幹（学校給食担当） 市民生活部税務課主幹（市税収納担当）

教育政策課 河村　健太郎 教育部教育政策課主任
地域振興部文化課付主任（瀬戸市文化振興財
団）

高木　志穂 教育部教育政策課主任 行政管理部人事課付主任

学校教育課 曽我　知子 教育部学校教育課主任 行政管理部人事課付主任 ※

※令和７年４月１３日付け人事異動

転出

氏名 新職名 旧職名

杉江　圭司 市民生活部コミュニティ推進課長 教育部学校教育課長

梶原　史帆 健康福祉部社会福祉課主事 教育部教育政策課主事

野口　智子
健康福祉部高齢者福祉課付主任
（瀬戸市シルバー人材センター）

教育部学校教育課主事（業務職）

伊藤　ありさ 総務部人事課付 図書館主任

加藤　都志雄 退職
教育部学校教育課主幹（学校給食担当）（再任
用）

門野　みゆき 退職 教育部学校教育課技能員

柏木　みゆき 退職 萩山小学校技能員（再任用）

田中　良江 退職 瀬戸特別支援学校技能員（再任用）

令和７年度瀬戸市教育委員会事務局職員の人事異動について
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